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学術賞応募規定 

 

1．今回の受賞者数 

賞 種別 細目 人数 内容 

学術賞 学会賞 医学分野 0〜1 名 表彰状・副賞（５万円） 

医療保健福祉分野 0〜1 名 表彰状・副賞（５万円） 

大会賞 一般演題賞 

大会長に一任 

Travel Award 

所属機関口座に振り込む場合は、所属機関のコンプライアンス規定に従う。 

 

 

2．応募資格 

１．日本統合失調症学会正会員であること（正会員でない方は事前に入会の申し込みをして下さい）。 

２．応募大会年の 3 月 31 日時点で、原則として 40 歳未満または大学等卒業後 16 年未満であること

（原則を満たさない場合には、様式自由で数行程度以内の理由書を添えてください。詳細な個人情報

の記載は必要ありません。例：途中、3 年間、家族の介護で研究を中断していたため）。ただし、当事

者・家族・市民の場合は、その限りではない。 

３．当該回の学術集会にて研究知見（学会賞に応募した学術活動内容の全部または一部に相当するも

の）を一般演題にて筆頭演者として学会会場で応募者本人が発表できること（一般演題登録画面を

PDF 化の上、学会賞応募の際に、添付していただきます）。国際学会発表奨励賞においては、国際学

会発表後の次回大会にて発表知見と参加体験を発表できること。 

４．以下の方は応募できません。：学術賞の学会賞の応募を検討されている方で、本学会の同等賞を

受賞された方（学術賞の大会賞や国際学会発表奨励賞を除く） 

５．学術賞の大会賞と国際学会発表奨励賞は複数回の受賞を認める。 

６．学術賞の大会賞において、上記１、２、３の条件緩和を各大会長の判断で行うことができる。そ

の場合には、各大会ホームページ等で告知する。（例：臨時会員の受賞を認める；年齢制限を設けな

い；あらかじめ募集せず演題発表の中から選出する、など） 

 

3．選考方法 

 ・学会賞：学会賞選考委員会の選考結果に基づき、理事会で承認する 

 ・大会賞の選考詳細については、各回大会を開催する大会長が定める 

 

4．学会賞選考委員会メンバー （敬称略・順不同） 

 新井誠、臼井香、金原明子、高橋努、宮田淳、向谷地生良、山口創生 

 ＊オブザーバー：池淵恵美、夏苅郁子 

 


